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ヒッツＦＭで「声の広報たかやま」を放送しています。1日と15日の午前6時～7時・午後10時～11時

お し ら せ

各種相談窓口をご利用ください【10月】
地域 行政相談 心配ごと・結婚相談 人権相談 ハローワーク巡回相談

高　山 毎週水・金曜日／午後1時～4時／総合福祉センター
※結婚相談は別日

18日㈯／午前10時～午後3時／
総合福祉センター

平日／午前8時30分～午後5時15分
／市役所

丹生川 17日㈮／午後1時～4時／
丹生川支所

15日㈬／午後6時～9時／
友愛の家（福祉センター隣）

2日㈭／午後1時～3時／
丹生川支所

清　見 10日㈮／午前9時～正午／きよみ館（清見支所） 3日㈮／午後1時～3時／
きよみ館（清見支所）

荘　川 8日㈬／午後1時～4時／荘川福祉センター 24日㈮／午後1時～3時／
荘川総合センター（荘川支所）

一之宮 2日㈭／午後6時～9時／飛驒位山文化交流館 22日㈬／午後1時～4時／
飛驒位山文化交流館

9日㈭／午後1時～3時／
一之宮支所

久々野 15日㈬／午後6時30分～9時30分／
久々野支所

10日㈮／午後1時～3時／
久々野支所

朝　日 15日㈬／午後6時～9時／燦燦朝日館（朝日支所） 16日㈭／午後1時～3時／
燦燦朝日館（朝日支所）

高　根 14日㈫／午前9時～正午／高根福祉センター 17日㈮／午後1時～3時／
高根支所【予約制】

国　府 1日㈬／午後1時～4時／
こくふ交流センター（国府支所）

15日㈬／午後6時30分～9時30分／
こくふ交流センター（国府支所）

1日㈬／午後1時～4時／
こくふ交流センター（国府支所）

6日㈪・20㈪／時間は下記（※）／
こくふ交流センター（国府支所）

上　宝
奥飛驒温泉郷

22日㈬／午前10時～正午／上宝支所
午後2時～4時／奥飛驒総合文化センター

8日㈬／午後1時～4時／
上宝支所

23日㈭／午後1時～3時／
上宝支所

※高山地域の結婚相談は、7日㈫・21日㈫は午後0時30分～3時30分、28日㈫は午後5時30分～8時30分。14日㈫は休館日のためお休み。
※ハローワーク巡回相談・・・10月から高根会場は予約制。相談日の前々日までに高根支所地域振興課へ 　　（☎59－2211）
　　　　　　　　　　　  10月から国府会場は相談日が月2回になります（午前10時～正午、午後1時～3時）

問合先 福祉課  ☎35⊖3356

10月 4日㊏ リサイクル資源回収（北小PTA、花里小PTA）

5日㊐
市民健康まつり（市役所、市保健センター）
飛驒高山クリーン作戦（大新町、三福寺町ほか）
リサイクル資源回収（荘川小中連合PTA）

9日㊍ 秋の高山祭（～10日）
11日㊏ リサイクル資源回収（岩滝小PTA）
12日㊐ リサイクル資源回収(丹生川中PTA）

18日㊏ リサイクル資源回収
（山王小PTA、江名子小PTA、新宮小PTA）

19日㊐
ひだ荘川ふるさと祭り（荘川の里）
フリーマーケット＆リフォーム製品フェア（市役所）
リサイクル資源回収（朝日小中PTA合同）

26日㊐ 高山市民駅伝大会（宮中学校ほか）

10月のこよみ

《今後の予定》  
 高山市表彰式（11月1日）
 リサイクル資源回収（11月1日  東小ＰＴＡ）
 リサイクル資源回収
　（11月8日  西小ＰＴＡ、清見中ＰＴＡ、久々野地区社教）
 リサイクル資源回収（11月15日  中山中ＰＴＡ、宮小中ＰＴＡ合同）

問合先 税務課  
☎35⊖3504

市税の休日納付窓口

　仕事の都合などにより、市税の平日納付
が困難な方を対象に、「休日納付窓口」を
開設します。当日は納付に関する相談も受
け付けますので、この機会にぜひご利用く
ださい。
期日　10月19日㈰ 
時間　午前９時～午後４時
場所　税務課（市役所２階・花岡町２）
対象となる市税　
　市県民税、固定資産税・都市計画税、
　軽自動車税

▼後部座席を含む全席でシートベルトを着用しましょう

▼６歳未満の子どもを乗せる時はチャイルドシートを使用しましょう

10月は「シートベルト・チャイルドシート
着用強調月間」です

　10月１日は「福祉医療費受給者証」の更新日です。 所得審査の結果、受給資格の
ある方には９月末までに新しい受給者証をお届けしています。 また所得制限などによ
り資格のない方には、その旨を文書でお知らせしています。
対象　下記のいずれかに該当する方
　　　●身体障害者手帳１～３級と４級の非課税世帯
　　　●療育手帳Ａ１～Ｂ１とＢ２の非課税世帯
　　　●精神障害者保健福祉手帳１・２級と３級の非課税世帯
　　　●母子・父子家庭
※｢非課税世帯｣とは、住民票上の世帯ではなく、同居している全ての方を対象としています。

更新します
福祉医療費受給者証

問合先 市民活動推進課  ☎35⊖3412
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